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(57)【要約】
【課題】より正確な床面温度を検出可能とする空気調和
機を提供する。
【解決手段】　床面温度を検知する複数の床面温度検出
手段と、前記床面温度検出手段により検知された床面温
度を利用して空気調和を行う空気調和機において、前記
複数の床面温度検出手段が検出した複数のデータのうち
有効とするデータを、空気調和機の室内機の取り付け位
置に応じて変更可能とし、複数の床面温度検出手段のデ
ータの中から、必要とするデータを任意に設定すること
ができるので、部屋の床面形状に応じて床面温度検出範
囲を設定する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床面温度を検知する複数の床面温度検出手段と、
　　前記床面温度検出手段により検知された床面温度を利用して空気調和を行う空気調和
機において、
　　前記複数の床面温度検出手段が検出した複数のデータのうち有効とするデータを、空
気調和機の室内機の取り付け位置に応じて変更可能としたことを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
　前記室内機が室内の隅近傍に据え付けられる場合は、室内機の側面側の壁面を検出範囲
に含まない床面温度検出手段のデータを有効とすることを特徴とする請求項１に記載の空
気調和機。
【請求項３】
　前記複数の床面温度検出手段それぞれの床面温度の検出範囲は、横方向に一列に並んで
いることを特徴とする請求項１または２に記載の空気調和機。
【請求項４】
　前記室内機が室内の壁面中央近傍に据え付けられている場合は、複数の床面温度検出手
段のデータのうち、少なくとも左右両端の温度データを無効とすることを特徴とする請求
項３に記載の空気調和機。
【請求項５】
　前記室内機に左右風向変更板を備え、前記有効としたデータの中から左右風向の設定に
より、有効とする温度データを決定することを特徴とする請求項３または４に記載の空気
調和機。
【請求項６】
　前記複数の床面温度検出手段のデータのうち、有効とする床面温度検出手段のデータを
選択設定できる選択手段を備えることを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の空
気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、床面温度をパラメータとして空気調和を行う空気調和機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　快適性を追及するために、床面温度を検知して空気調和を行う空気調和機がある。例え
ば、特許文献１では、室内の複数の温度制御対象領域に対応して複数の赤外線検出素子が
配列されたサーモパイルユニットを用いて室内の温度制御を行う空気調和機が記載されて
いる。
【０００３】
　この空気調和機においては、サーモパイルユニットが検出した各温度制御対象領域の温
度検出結果のうちの一部の温度検出結果、例えば、暖房時には高温側の上位温度検出結果
をもとに室内の平均床上温度を算出している。
【特許文献１】特開２００７－２３２２６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、特許文献１では、例えば暖房時においては、高温側の上位温度検出結果をも
とに室内の平均床上温度を検出しているため、例えば、室内機が部屋の隅近傍に設置され
ていると、室内床面温度だけでなく、室内機の側面側近傍の壁面の温度も検知しており、
正確な床面温度を検知することができない。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑み、より正確な床面温度を検出可能とする空気調和機の提案を目的
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とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の空気調和機は、床面温度を検知する複数の床面温度検出手段と、前記床面温度
検出手段により検知された床面温度を利用して空気調和を行う空気調和機において、前記
複数の床面温度検出手段が検出した複数のデータのうち有効とするデータを、空気調和機
の室内機の取り付け位置に応じて変更可能としたことを特徴とする。
【０００７】
　上記構成によると、空気調和機の室内機の設置位置に応じて、複数の床面温度検出手段
のデータの中から、必要とするデータを任意に設定することができるので、空気調和機の
室内機の設置位置に応じた床面温度検出範囲を設定することができる。
【０００８】
　また、上記空気調和機においては、室内機が室内の隅近傍に据え付けられる場合は、室
内機の側面側の壁面を検出範囲に含まない床面温度検出手段のデータを有効とすることが
好ましい。
【０００９】
　この構成によると、壁面温度を測定することによる床面温度の誤差が少なくなり、より
正確な床面温度を算出することができる。
【００１０】
　また、上記空気調和機においては、複数の床面温度検出手段それぞれの床面温度の検出
範囲は、横方向に一列に並んでいることが好ましい。この構成によると、横方向の広範囲
の床面温度が測定可能となる。
【００１１】
　また、上記空気調和機においては、室内機が室内の壁面中央近傍に据え付けられている
場合は、複数の床面温度検出手段のデータのうち、少なくとも左右両端の温度データを無
効とすることが好ましい。
【００１２】
　上記構成によると、室内機が室内の壁面中央近傍に据え付けられているため、左右両端
部よりも中央部に向かって室内機から風が吹き出される率が高いので、中央部と左右両端
部では床面温度に差異が出やすい。よって、左右両端部の温度を床面温度の算出に組み入
れると誤差が大きくなる可能性があるので、空気調和機を適切に制御するためには、左右
両端の温度データを採用しないようにして、より正確な床面温度を検出可能としている。
【００１３】
　また、上記空気調和機においては、室内機は左右風向変更板を備え、有効とした温度デ
ータの中から、左右風向の設定により有効とする温度データを決定することが好ましい。
【００１４】
　上記構成によると、風向設定により、風が当たりにくい部分の床面範囲の床面温度を床
面温度算出に組み入れないため、より正確に床面温度を算出することができる。
【００１５】
　また、上記空気調和機においては、前記複数の床面温度検出手段のデータのうち、有効
とする床面温度検出手段のデータを選択設定できる選択手段を備えることが好ましい。
【００１６】
　上記構成によると、床上の一部に家具や電気器具などの障害物が置かれている場合は、
これらを避けて床面温度を検出することが好ましいので、複数の床面温度検出手段の中か
ら、任意の床面温度検出手段を例えばリモコンにより選択設定することができ、より正確
な床面温度を検出可能としている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によると、床面温度を算出する際に生じる誤差を少なくすることができるので、
より正確な床面温度を得ることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る空気調和機の実施形態について図面を用いて説明する。図１は本発
明に係る空気調和機の一例であるセパレート型空気調和機の室内機と室外機の接続状態を
示す斜視図である。
【００１９】
　室内機１は室内壁面上方に取り付けられており、室外機２は屋外に設置されている。室
内機１の中央には、床面温度検出手段である赤外線検出素子３ａ～３ｈが複数配列された
床面温度検出ユニット３（サーモパイルユニット３）が設置されている。また、室内機１
の前面下部には、吹出口１２が設けられ、該吹出口には左右の風向を変更する風向変更板
１１が設けられている。
【００２０】
　図２はサーモパイルユニット３の内部構造を示す概念図である。図２に示すように、サ
ーモパイルユニット３は、８個の赤外線検出素子３ａ～３ｈが横方向に一列に並んでおり
、赤外線検出素子それぞれの床面温度の検出範囲は、横方向に一列に並ぶようになってい
る。
【００２１】
　図３は空気調和機を遠隔操作するための遠隔操作装置４（以下、リモコン４と称する）
の斜視図である。リモコン４には、各種操作を行う操作部５と表示部６とを備えている。
操作部５には、冷房運転開始ボタン、暖房運転開始ボタン、除湿運転開始ボタンなど各種
の運転開始ボタン７、各種運転を停止する停止ボタン８、室内温度設定ボタン９などが設
けられている。
【００２２】
　また、室内機１が室内のどのあたりに設置されているかを設定するための据付位置設定
ボタン１０と、吹出口１２から吹き出す左右方向の風向を設定するための左右風向切換ボ
タン１３とが設けられている。
【００２３】
　据付位置設定ボタン１０を押すことにより、例えば、室内機が部屋の右端（右隅）、中
央、左端（左隅）の３パターンのうちいずれかを選択することができる。例えば、部屋壁
面に向かって右端近傍に室内機が設置されている場合、室内機１が右端（右隅）に設置さ
れていることになるので据付位置設定ボタンを操作して、右端を選択する。同様に部屋壁
面に向かって左端に室内機が設置されている場合、室内機が左端（左隅）に設置されてい
ることになるので据付位置設定ボタン１０を操作して、左端を選択する。また、部屋壁面
に向かって中央に室内機１が設置されている場合、室内機１が中央に設置されていること
になるので、据付位置設定ボタン１０を操作して、中央を選択する。
【００２４】
　また、リモコン４には複数の床面温度検出手段３の中から、採用する床面温度検出手段
を選択設定するため選択手段であるセンサー選択ボタン１４も用意されている。このセン
サー選択ボタン１４を操作することにより、エアコンの設置位置や風向設定で自動的に選
定した床面温度検出手段では正確な床温度が検出できないような場合は、任意の床面温度
検出手段のデータの採用、不採用を手動選択できるようにもなっている。
【００２５】
　図４は空気調和機の制御ブロック図である。図４に示すように、室内機１には、ＣＰＵ
，ＲＯＭ、ＲＡＭを備えた制御部１５が設けられる。制御部１５では、リモコン４の各種
操作ボタンからの信号や、赤外線検出素子３ａ～３ｈの信号が入力され、風向制御や温度
制御を実行する。
【００２６】
　すなわち、制御部１５の入力側では、リモコン４の操作ボタン、例えば、据付位置設定
ボタン１０やセンサー選択ボタン１４、左右風向切換ボタン１３からの操作信号を入力す
る。また、赤外線検出素子３ａ～３ｈからの温度信号を入力する。制御部１５の出力側に
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は、圧縮機１６、送風機１７（室内ファン・室外ファン）、四方弁１８など、冷凍サイク
ルを構成する各種構成要素が接続され、これらの構成要素を駆動制御することにより温度
制御が行われる。また、吹出口の風向変更板１１の風向変更駆動部２０を制御することに
より風向変更制御が行われる。
【００２７】
　図５は室内機（図５ではエアコンと表記している）の据付位置（図５ではエアコン設置
位置と表記している）と、赤外線検出素子のうち採用する素子との関係を示す概念図であ
る。
【００２８】
　例えば、室内機が部屋の右端に設置されている場合、赤外線検出素子３ａ～３ｆのデー
タを採用し、赤外線検出素子３ｇ、３ｈのデータは採用しない。赤外線検出素子３ａ～３
ｆのデータは床面温度を検出しているが、赤外線検出素子３ｇ、３ｈのデータは室内機１
の右側壁面の温度を検出しており、床面温度ではないためである。
【００２９】
　なお、室内機の設置位置によっては、ある１つの赤外線検出素子の検出範囲の一部が床
面温度を、他の部分が壁面温度を検出することがある。本実施形態では赤外線検出素子３
ｇが相当する。このような場合、例えば、検出範囲の半分以上が壁面の温度を検出してい
る場合は温度データを採用せず、検出範囲の半分超えが床面温度を検出している場合はそ
の温度データを採用するようにしてもよいし、検出範囲内に少しでも壁面が含まれるなら
ばデータを採用しないようにしてもよい。なお、このような調整は、例えば、後述するセ
ンサー選択ボタン１４を操作することで行うことができる。
【００３０】
　また、室内機が部屋の左端に設置されている場合、赤外線検出素子３ｃ～３ｈのデータ
を採用し、赤外線検出素子３ａ、３ｂのデータは採用しない。赤外線検出素子３ｃから３
ｈのデータは床面温度を検出しているが、赤外線検出素子３ａ、３ｂのデータは室内機１
の右側壁面の温度を検出しており、床面温度ではないためである。
【００３１】
　室内機が部屋の中央に設置されている場合、赤外線検出素子３ｂから３ｇのデータを採
用し、赤外線検出素子３ａ、３ｈのデータは採用しない。赤外線検出素子３ａ～３ｈのデ
ータは床面温度を検出しているが、室内機の吹出口１２から吹き出される風は左右両端部
よりも中央部に向かって室内機１から風が吹き出される率が高いので、中央部と左右両端
部では床面温度に差異が出やすい（例えば暖房時は中央部の床面温度が左右両端部の床面
温度よりも高くなる）。よって、中央部の赤外線検出素子３ｂから３ｇを採用することで
、中央部の床面温度の算出をより正確に行うことができる。
【００３２】
　以上のように、室内機１を部屋のどの位置に据え付けたかにより、赤外線検出素子３ａ
～３ｈから得られる検出データの採用の有無（有効、無効）を変更できるようにしたので
、室内機１の据付位置に適した検出データを採用することができ、より正確な床面温度を
算出することができる。例えば、室内機１が部屋の左端や右端に据付ける場合には壁面温
度を測定することによる床面温度検出誤差を低減することができる。
【００３３】
　なお、本実施の形態では、赤外線検出素子の数は８個であるが、これに限らない。例え
ば、より大きな部屋であれば、大型のエアコンを取り付けることになるので、大型のエア
コンの場合は赤外線検出素子の数を増やせばよいし、小さな部屋であれば、小型のエアコ
ンを取り付けることになるので、小型のエアコンの場合は赤外線検出素子の数を減らせば
よい。言い換えれば、エアコンの能力に応じて取り付ける赤外線検出素子の個数を増減さ
せればよい。
【００３４】
　また、部屋の中央部に設置されている場合、左右両端の赤外線検出素子のデータを採用
していないが、左右両端から２個や３個のデータを採用しないようにしても良い。
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【００３５】
　また、本実施形態では複数の赤外線検出素子をユニット化しているが、それぞれを独立
した状態で使用してもよい。
【００３６】
　さらに、本実施形態では、赤外線検出素子は横一列に並べることにより、その検出範囲
が横一列に並んでいるが、赤外線検出素子をマトリックス状（例えば、３段３列として、
真ん中以外に素子を配置する）に並べて、検出方向を調整して、検出範囲を一列に並べる
ようにしてもよい。
【００３７】
　また、本実施の形態では、検出範囲が一列に並んでいるが、検出範囲をマトリックス状
にしてもよい。
【００３８】
　続いて、左右風向に応じて、採用する赤外線検出素子のデータを選択することについて
説明する。リモコン４の左右風向切換ボタン１３を押すと風向が切り替わる。例えば、図
６に示すように、左向き、前向き、右向き、左右ワイド（左右方向に吹出しを集中し、前
にはあまり吹出さない）、スイングの５種類に切り替えることができる。
【００３９】
　そして、風向に応じて、図６に示すように、採用する赤外線検出素子３ａ～３ｈのデー
タを変更する。なお、基本となる採用素子は、室内機１の設置位置により選択されており
、風向により選択される採用素子３ａ～３ｈは、そのなかから選択されるものとする。
【００４０】
　例えば、室内機１が部屋の右端に設置されている場合について説明する。この場合、前
述したように設置位置に基づいて選択されている赤外線検出素子は、素子３ａ～３ｆであ
る。そして、風向が左向きの場合は素子３ａ～３ｄが選択され、前向きの場合は素子３ｂ
～３ｅ、右向きの場合は素子３ｃ～３ｆ、ワイドの場合素子３ａ、３ｂと３ｅ、３ｆ、ス
イングの場合は素子３ａ～３ｆが選択されることになる。
【００４１】
　次に、図示しないが、室内機１が部屋の左端に設置されている場合について説明する。
この場合、前述したように設置位置に基づいて選択されている素子は、素子３ｃ～３ｈで
ある。そして、風向が左向きの場合は、素子３ｃ～３ｆが選択され、前向きの場合は素子
３ｄから３ｇ、右向きの場合は素子３ｅから３ｈ、ワイドの場合は素子３ｃ、３ｄと３ｇ
、３ｈ、スイングの場合は素子３ｃから３ｈが選択される。
【００４２】
　次に、室内機１が部屋の中央に設置されている場合について説明する。この場合、前述
したように設置位置に基づいて選択されている素子は、素子３ｂから３ｇである。そして
、風向が左向きの場合は素子３ｂから３ｅが選択され、前向きの場合は素子３ｃから３ｆ
、右向きの場合は素子３ｄから３ｇ、ワイドの場合は素子３ｂ、３ｃと３ｆ、３ｇ、スイ
ングの場合は素子３ｂから３ｇが選択されることになる。
【００４３】
　このように、吹出し方向に応じて採用する素子を選択することにより、適切な床面温度
を算出することができる。
【００４４】
　また、床面の上には家具や電気器具などが置かれていることがある。このような場合、
家具や電気器具などの障害物により床面温度が正確に検出されない可能性がある。そこで
、センサー選択ボタン１４を操作することで、障害物が存在する検出範囲を有する赤外線
検出素子のデータを採用しない（無効とする）ようにすることもできる。このように、使
用者がセンサー選択ボタン１４を操作することで、任意に赤外線検出素子のデータの採用
、不採用を選択することができるので、部屋の状況に応じて、より正確に床面温度を検出
することが可能となる。
【００４５】
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　なお、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内におい
て、適宜変更を加えることができる。
【００４６】
　例えば、本実施の形態では、室内機の据付位置に応じて、採用する床面温度検出手段の
データを決め、その後、センサー選択ボタン１４により、採用する床面温度検出手段を使
用者が任意に選択できるようにしている。これにより、まずは室内機の据付位置に応じて
大まかに採用する床面温度検出手段のデータを決めた後で詳細に採用する床面温度検出手
段のデータを決めるので、最初からセンサー選択ボタン１４により採用する床面温度検出
手段のデータを選択するよりも設定が簡易になるという利点があるが、最初から詳細に採
用する床面温度検出手段のデータをセンサー選択ボタン１４により設定できるようにして
もよい。
【００４７】
　また、据付位置設定ボタン１０やセンサー選択ボタン１４をリモコン４ではなく、室内
機１本体に設けるようにしてもよい。このようにすれば、リモコンの操作中に誤って据付
位置設定ボタン１０やセンサー選択ボタン１４に触れてしまうことにより、設定が変更さ
れてしまう可能性を低減できる。
【００４８】
　また、据付位置設定ボタン１０やセンサー選択ボタン１４により、採用する床面温度検
出手段のデータを設定する際に、採用する床面温度検出手段と採用されていない床面温度
検出手段とが目視できるように、表示部６や本体に表示できる構成としても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明に係る空気調和機の一例である、セパレート型の室内機と室外機の接続状
態を示す斜視図
【図２】同じく温度検出ユニットの内部構造を示す概念図
【図３】空気調和機を遠隔操作するための遠隔操作装置の斜視図
【図４】本発明に係る空気調和機の制御ブロック図
【図５】複数の赤外線検出素子のうち、採用する素子と室内機の据付位置との関係を示す
概念図
【図６】複数の赤外線検出素子のうち採用する素子と風向設定との関係を示す概念図
【符号の説明】
【００５０】
　　　１　　室内機
　　　２　　室外機
　　　３　　床面温度検出ユニット（サーモパイルユニット）
　　　３ａ～３ｈ　床面温度検出手段（赤外線検出素子）
　　　４　　リモコン
　　　５　　操作部
　　　６　　表示部
　　　７　　運転開始ボタン
　　　８　　停止ボタン
　　　９　　室内温度設定ボタン
　　　１０　　据付位置設定ボタン
　　　１１　　風向変更板
　　　１２　　吹出口
　　　１３　　左右風向切換ボタン
　　　１４　　センサー選択ボタン
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